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Euro-PCT出願において、Claims feeの削減措置に伴い 

クレームが放棄されたと見做されるという意図せぬ結果を招くことがある 
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１. はじめに 

PCTに基づく国際出願を EP広域段階へ移行する（Euro-PCT出願をファイルする）際、クレ

ーム数を 15個以下に減らすことによって納付するクレーム費用（claims fee）を削減するとい

う措置を講ずることがあります。これは、クレームの総数が 15個を超える場合、超過クレーム

ごとに 235ユーロ（但し、50個まで）を追加料金として納付する必要があり、その分、費用が

嵩むからです。なお、クレームの総数が 50 個を超える場合、超過クレーム 1 つごとに 585 ユ

ーロを別途納付する必要があるからです。また、クレーム数を削減することは、審査官による審

査手続の早期化の観点からも有効です。 

 

クレーム費用を削減する方法として、①超過クレームのうち審査の対象とするクレームに対し

てのみクレーム費用を所定期間内に納付する方法と、②超過クレームのうち審査の対象としない

クレームを削除する補正を所定期間内に行うと共に必要なクレーム費用を所定期間内に納付す

る方法とが考えられます。 

 

上記①②の方法には実務上どのような差異があるのでしょうか。この点について、以下に説明

します。 
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